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【国際特許分類】
   Ａ６１Ｍ  39/20     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年3月6日(2017.3.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　注入口端部を有する本体を持つ医療用具と共に使用される安全装置であって、
　ａ）前記医療用具の前記本体に装着するためのブラケットと、
　ｂ）前記ブラケットによって支持され、安全位置において、前記医療用具の前記注入口
端部の上に適合するようにサイズ調整され、これを密閉するキャップと、
　ｃ）長手軸を有する細長いシャフトであって、前記キャップを、前記医療用具の前記注
入口端部から離れるように持ち上げて、前記注入口端部から離れるように前記シャフトの
前記長手軸の周りで枢動させることができるように、前記キャップに固定され、前記ブラ
ケットによって滑動可能且つ枢動可能に支持されているシャフトと、
　ｄ）前記キャップを前記安全位置へ付勢する付勢手段と、
　を備える、安全装置。
【請求項２】
　前記ブラケットが、前記医療用具の前記本体と一体的に成形される本体を有する医療用
具を更に備える、請求項１に記載の安全装置。
【請求項３】
　解除式ロックを更に備え、当該解除式ロックは、前記キャップを一時的に前記医療用具
の前記注入口端部から離れるように固定する、請求項１に記載の安全装置。
【請求項４】
　前記キャップは、抗菌剤の領域を画定する内部空間を有する、請求項１に記載の安全装
置。
【請求項５】
　前記内部空間は、前記安全位置において前記医療用具の前記注入口端部と接触するよう
に抗菌剤を含む、請求項４に記載の安全装置。
【請求項６】
　前記抗菌剤は、アルコール、イソプロピルアルコール、クロルヘキシジン、及びこれら
の組み合わせを含む群から選択される、請求項５に記載の安全装置。
【請求項７】
　前記キャップは更に周縁部を備え、当該周縁部により前記抗菌剤が保持される、請求項
４に記載の安全装置。
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【請求項８】
　前記キャップは更にヒンジ蓋を備え、当該ヒンジ蓋は、前記抗菌剤を取り除く又は挿入
することができるように開けることができる、請求項５に記載の安全装置。
【請求項９】
　前記抗菌剤の変化を視覚的に知らせるインジケータを更に含む、請求項５に記載の安全
装置。
【請求項１０】
　注入口端部を有する本体を持つ医療用具の汚染を防止する方法であって、
　ａ）前記医療用具のための安全装置であって、当該医療用具の前記本体に前記装置を装
着するためのブラケットを備える、前記安全装置を供給することと、
　ｂ）前記医療用具の前記本体に前記ブラケットを取り付けることと、
　ｃ）前記医療用具の前記注入口端部をキャップでカバーすることであって、前記キャッ
プは、長手軸を有する細長いシャフトに固定され、また、安全位置において前記医療用具
の前記注入口端部の上に適合するようにサイズ調節され、前記シャフトは、前記キャップ
を前記医療用具の前記注入口端部から離れるように持ち上げて、前記注入口端部から離れ
るようにシャフトの前記長手軸の周りで枢動させることができるように、前記ブラケット
によって滑動可能且つ枢動可能に支持されている、キャップでカバーすることと、
　を含む方法。
【請求項１１】
　ｄ）前記医療用具の前記注入口端部から離れるように前記キャップを滑動させながら持
ち上げて、前記医療用具から離れるように前記キャップを枢動的に回転させることによっ
て、前記医療用具の前記注入口端部から前記キャップを取り外す、及び
　ｅ）前記医療用具の前記注入口端部から流体を挿入する又は回収するステップと、
　を更に含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　ｆ）前記ステップ（ｄ）の後で、ロックを係合させることによって、前記キャップを一
時的に前記医療用具の前記注入口端部から離れるように固定する、及び
　ｇ）前記ステップ（ｅ）の後で、前記キャップを前記ロックから解除するステップと、
　を更に含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記キャップは、抗菌剤の領域を画定する内部空間を有する、請求項１０に記載の方法
。
【請求項１４】
　前記内部空間は抗菌剤を含み、これにより、当該抗菌剤が、前記安全位置において前記
医療用具の前記注入口端部と接触するように構成される、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記抗菌剤は、アルコール、イソプロピルアルコール、クロルヘキシジン、及びこれら
の組み合わせを含む群から選択される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記キャップは更に周縁部を備え、当該周縁部は前記抗菌剤を保持する、請求項１４に
記載の方法。
【請求項１７】
　前記キャップは更にヒンジ蓋を備え、当該ヒンジ蓋は、前記抗菌剤を取り除く又は挿入
することができるように開けることができる、請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記抗菌剤の変化を視覚的に知らせるインジケータを更に備える、請求項１３に記載の
方法。
【請求項１９】
　本体を持つ医療用具を更に備え、前記ブラケットは、前記医療用具の前記本体と一体的
に成形される、請求項１０に記載の方法。
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【請求項２０】
　本体及び注入口端部を有する医療用具と共に使用される安全装置であって、
　ａ）前記医療用具を受けるための装置本体と、
　ｂ）前記医療用具の注入口端部を取り外し可能にカバーするための前記装置本体に取り
外し不能に取り付けられたキャップと
を備え、前記キャップが抗菌剤を提供する内側を有する、安全装置。
【請求項２１】
　前記抗菌剤は、アルコール、イソプロピルアルコール、クロルヘキシジン、及びこれら
の組み合わせを含む群から選択される、請求項２０に記載の安全装置。
【請求項２２】
　前記キャップは更に周縁部を備え、当該周縁部により前記抗菌剤が保持される、請求項
２０に記載の安全装置。
【請求項２３】
　前記キャップは更にヒンジ蓋を備え、当該ヒンジ蓋は、前記抗菌剤を取り除く又は挿入
することができるように開けることができる、請求項２０に記載の安全装置。
【請求項２４】
　前記抗菌剤の変化を視覚的に知らせるインジケータを更に含む、請求項２０に記載の安
全装置。
【請求項２５】
　前記キャップは、前記医療用具の前記注入口端部から離れるように前記キャップを持ち
上げて、枢動的に回転させることによって、前記医療用具の前記注入口端部から取り外さ
れる、請求項２０に記載の安全装置。
【請求項２６】
　前記キャップを前記医療用具の前記注入口端部へ戻るように付勢する付勢手段を更に備
える、請求項２０に記載の安全装置。
【請求項２７】
　解除式ロックを更に備え、当該解除式ロックは、前記キャップを一時的に前記医療用具
の前記注入口端部から離れるように固定する、請求項２０に記載の安全装置。
【請求項２８】
　前記医療用具の前記本体は、前記装置本体と一体的に成形される、請求項２０に記載の
安全装置。
【請求項２９】
　ａ）長手軸と流体を受け取るアクセスポートとを有する医療用具、及び
　ｂ）前記アクセスポートをカバーする安全位置で前記医療用具の注入口端部の上に適合
するようにサイズ調節されたキャップを有する消毒装置であって、前記消毒装置は、前記
キャップが前記アクセスポートから取り外されたときに前記医療用具に結合したまま残る
ように、前記医療用具に結合されている、消毒装置
を備える組み合わせ。
【請求項３０】
　前記キャップは、前記医療用具の前記注入口端部から離れるように持ち上げられ、前記
注入口端部から離れるように前記医療用具の前記長手軸の周りで枢動される、請求項２９
に記載の組合せ。
【請求項３１】
　前記キャップを前記注入口端部へ戻るように付勢する付勢手段を更に備える、請求項３
０に記載の組合せ。
【請求項３２】
　解除式ロックを更に備え、当該解除式ロックは、前記キャップを一時的に前記医療用具
の前記注入口端部から離れるように固定する、請求項３０に記載の組合せ。
【請求項３３】
　前記キャップは、抗菌剤の領域を画定する内部空間を有する、請求項２９に記載の組合
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せ。
【請求項３４】
　前記内部空間は、前記キャップが前記アクセスポートをカバーしているときに前記医療
用具の前記注入口端部と接触するように抗菌剤を含む、請求項３３に記載の組合せ。
【請求項３５】
　前記抗菌剤は、アルコール、イソプロピルアルコール、クロルヘキシジン、及びこれら
の組み合わせを含む群から選択される、請求項３４に記載の組合せ。
【請求項３６】
　前記キャップは更に周縁部を備え、当該周縁部により前記抗菌剤が保持される、請求項
３３に記載の組合せ。
【請求項３７】
　前記キャップは更にヒンジ蓋を備え、当該ヒンジ蓋は、前記抗菌剤を取り除く又は挿入
することができるように開けることができる、請求項３４に記載の組合せ。
【請求項３８】
　前記抗菌剤の変化を視覚的に知らせるインジケータを更に含む、請求項３４に記載の組
合せ。
【請求項３９】
　前記キャップを前記アクセスポートから取り外すために、前記キャップは、前記アクセ
スポートの上方に持ち上げられ、前記医療用具から離れる方向に回転されなければならな
い、請求項２９に記載の組合せ。
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